
 

 

 

岩⼿県第６７回原状回復対策協議会資料 

 

資料２ 第４回ワーキングでの主な意⾒など 

参考２ これまでの取組みと課題等について〔抜粋〕 

資料３－２ 



第４回ワーキングでの主な意見など 
 

○ 第 4 回WG では、昨年度末にとりまとめた「これまでの取組みと課題等について」の

今後検討すべき事項として掲げられた 4 つの項目について、さらに検討を進めていく上

で、どのような具体的な活動が考えられる、考えていくか、というようなことについて、

意見、議論を交わした。 

 

１ 学習施設 

 (1) ワーキング・グループのメンバーからは、「現場」に設置してはどうかとの意見と、

「まち場」に設置してはどうかとの意見が出されたが、概ねの意見としては、「まち場」

に拠点機能を置き、「現場」に足を運ぶという方向で具体に検討をしていく。「まち場」

の適地を検討していく方向となった。 

 (2) 学習施設に、どのような機能、例えば、パネルなのか、パソコンデータを自由に

閲覧できるようにするとか、具体のあり様については、「どこを適地として学習施設

（学習の場）を設けるのか」ということもあるので、今後さらに検討していくことと

なった。 

(3) なお、学習施設を絡めた地域経済の活性化策に資するアイディア（T シャツ販売、

宿泊施設の活用）につながるような観点も必要との意見もあった。 

 

２ 跡地利用策 

 (1) 主な意見から、継続検討が必要な意見を 4 つにさらに仕分けし、仕分けしたテーマ

ごとにWG メンバーを張り付け、実現に向けて解決すべき課題をそれぞれ検討し、次

回のWG に発表して、さらに実現の可能性について検討することとした。 

グループ分けについて 

グループ名 主な意見 

森林再生 森林／ブナの森などの自然公園にする。 

 漆の植林／二戸地域は漆の産地なので、気候的に現場に漆が植えら

れる状況であれば、ブナに並んで漆を植えることも考えられる。 

花畑 一面の花畑／菜の花、芝桜、ひまわり、綿花などを植える。 

イベント イベントの実施／ロックフェスティバルなどを開催する。 

エネルギー エネルギー利用／風力発電や太陽光発電に使う。（空地は花畑など

市民が利用するとの併用案もあり。） 植栽を菜の花とし、ＢＤＦを

つくる。 

 (2) 現場を再生したときに、どのような人が集まる交流の場となるにせよ、現場がどの

ように再生したかというメッセージを記すことが必要と思う。 

(3) なお、跡地利用は、16 ヘクタールという広大な面積を一様の利用策で考えていく

ことはせずに、エリアを設け、エリアごとにテーマを持って利用策を考えていくとい

うことも、検討に当たって考慮すべきこととされた。 

 

３ 二戸市民(特に次世代を担う若者層)の意見集約、掘り起しについて 

 (1) 跡地利用策の実現に向けて解決すべき課題の検討と並行して、（住民が主体的に跡
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これまでの取組みと課題等について 

〔抜粋〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年２月 

 

県 境 不 法 投 棄 事 案 の 教 訓 を 

後世に伝えるための検討ワーキング 
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１ 取組みの趣旨 
 

青森・岩手県境不法投棄事案については、原状回復のため、県による行政代執行が行

われています。本来、原状回復は不法投棄を行った原因者が行うべきものですが、資力

がないため県が代わって行っています。 

「青森・岩手県境不法投棄現場の原状回復対策協議会（委員長 齋藤徳美 岩手大学

名誉教授）」（以下「協議会」という。）では、その不法投棄廃棄物の撤去や汚染土壌対策

等について協議し、平成 29 年度の原状回復完了に向けて県が事業を進めていますが、こ

れまでに長い期間と多額の経費を要しています。 

 

一方、原状回復事業を進める中で、廃棄物の撤去や汚染土壌の浄化に関する技術的な

知見が得られています。また、事案の発生を契機に住民の環境に対する関心が高まり、

不法投棄の問題だけでなく自然や環境保全に係る住民活動も活発に行われています。 

このような事案の発生や対応の経緯、原状回復で得られた知見や住民の取組みについ

て、私たちは大切な教訓として今後の環境保全に生かしていく必要があります。 

 

そこで、協議会の下に、「県境不法投棄事案の教訓を後世に伝えるための検討ワーキン

ググループ（リーダー 橋本良二 放送大学岩手学習センター所長）」（以下「ワーキン

グ」という。）を平成 26 年末に設置し、不法投棄事案の再発防止や地域の優れた環境を

保全するため、原状回復の記録の活用や跡地の環境再生のあり方など、不法投棄事案の

教訓を次の世代に伝えるための取組みについて、地域と連携して検討を行ってきました。 

 

  本書は、ワーキングにおける検討状況に加え、二戸市の協力を得て平成 28 年 1 月 30

日に開催された「県境不法投棄事案の教訓と跡地利活用を考えるフォーラム」（以下「フ

ォーラム」という。）において、二戸市民等からいただいた意見を基に取りまとめたもの

です。 

 

  現在、現場の跡地利用については、ワーキングメンバーや二戸市民等から「夢」を語

っていただいた内容を記載していますが、引き続きワーキング、市民フォーラム等を通

じて、不法投棄事案の教訓を次の世代に伝えるための取組みについて、さらに具体化し

ていきたいと考えています。 

 

   



 

 

２ 原状回復の記録の保存や活用のあり方について 

  （教訓を伝える取組み・アーカイブの作成） 

 

  不法投棄事案をきちんと総括して後世に伝えるための施設（学習施設等）を二戸市内

に設置し、情報発信を行い、この事案を風化させないことが大切です。 

  この施設では、二戸市民等が環境教育に利用し、環境問題を考える材料にしていくた

め、本事案に係る経緯、不法投棄の防止対策、土壌や地下水の浄化技術、対策などにつ

いてわかりやすくとりまとめた資料（データベース）が必要です。 

 

ワーキングにおいて次のような意見が出されています。 

   

 ●ワーキングで出された主な意見 

  

 ・この事案は本当に遺産ともいえるもの。ここでの様々な取り組み、技術、いろいろな

原状回復で得られた知見、県境保全というものを遺産としてきちっと残すべき。 

 

 ・データベース化を進めて、地元で本事案が風化しないようにしたい。 

  データベースはふりがなを振るなど、わかりやすいものにしてほしい。 

  なぜ、このような事案が発生したのか、防止対策は何か示してほしい。 

 

 ・事件があって、知見が得られて、すごい技術でここまで復旧させた遺産のような雰囲

気で検証できるようなものを、「街場や駅につくる」べき。 

 

 ・後世に伝えるという部分では、「金田一川流域のところ」に展示とか学習できるところ

があれば、現場に行きたいときに行ける。 

 

 ・地元ＦＭを通してＰＲできる。 

 

 

【今後の取組内容】 

 ・県によるわかりやすいデータベースの作成 

 ・学習施設等の事業主体、設置場所等の検討（多くの人が参画する仕組みをつくること） 

 

     

  



 

 

３ 跡地利用策について 

 
   跡地利用策については、本ワーキングや二戸市民等とのフォーラムにおいて、活発

に意見交換等されています。 

 

【ワーキング、フォーラム（アンケート含む）で出された主な意見】 

 ※フォーラム開催結果：別添資料２（p.9～11）参照 

フォーラムにおけるアンケート結果（以下「アンケート結果」という。）：別添資料３

（p.12～19）参照 

 

●アンケート回答者の属性 

 ・性別：男性 約７０％、女性 約３０％ 

 ・年代別：５０代以上が全体の約８０％で、２０代以下のアンケート回答者がいない。 

 ・職業別：「無職・その他」が全体の約６０％で、会社員、公務員が続く。 

 

 

●主な意見 

 １ 森林 

   ブナの森などの自然公園にする。 

  

 ２ 漆の植林 

  ・二戸地域は漆の産地なので、気候的に現場に漆が植えられる状況であれば、ブナに

並んで漆を植えることも考えられる。 

（現場の生育条件が悪いのではないかとの意見もあり。） 

  ・アンケート結果（複数回答あり）では、４９件の意見のうち７件（約１４％）が漆

の植林（漆文化をつくる）との意見でした。（２番目に多い意見） 

 

 ３ 一面の花畑 

   菜の花、芝桜、ひまわり、綿花などを植える。（アンケート結果：９件（約１８％）

で最も多い意見でした。 

 

 ４ イベントの実施 

   ロックフェスティバルなどの開催（アンケート結果：６件（約１２％）） 

 

 ５ エネルギー利用 

  ・風力発電や太陽光発電に使う。 

（空地は花畑など市民が利用するとの併用案もあり。） 

・現場で育てた菜の花からＢＤＦをつくる。 

 

 ６ 建築物等の建設 

  ・維持費が多額にかかる建物や公園はいらない。 

  ・現場にモニュメントをつくっても誰も見ない。 

 

 ７ 青森県との連携 



 

 

   青森県の部分を含めて現場をワンセットで考えてはどうか。（スキー場など） 

 

 ８ その他の意見 

  ・草地、そば・雑穀の畑 

・地場産業や地域住民が参加でき、その活動が長く続くこと 

・ＰＰＰ、ＰＦＩを活用したリサイクル産業の団地 

 

 

【今後の取組内容】 

  引き続き幅広い世代の二戸市民等から跡地利用に係るアイディアを募集するとともに、

出されたアイディアの実施可能性などを検討し、跡地利用を具体化させていく必要があ

ります。 

 

  



 

 

４ 今後のワーキングの取組みについて 

 
  これまでの取組みの結果、次のとおり課題があり、さらにこれらの課題等について検

討していく必要があります。 

 

 【課題】 

・教訓を伝える取組みについては、誰が、どこで、どのように教訓を伝えていくか 

・跡地利用策については、引き続き多くのアイディアを募り、どのように跡地利用を具

体化させていくか。 

・教訓を伝える取組みや跡地利用策について、２０代以下の若い世代からの意見が少な

い。 

 

また、アンケート結果（詳細別添資料３参照（p.12～19）では、２９件の意見（複数

回答あり）のうち７件（約２４％）で、当該事案に係る跡地利用の進捗がわかるような

取組みが必要との意見が出されています。 

 

以上を踏まえ、本ワーキングを平成２８年度以降も継続し、課題への対応や二戸市民

等への情報提供をしていきたいと考えています。 

 

【平成 28 年度以降のワーキングの取組みの方向性】 

 １ データベース（県作成）について、その内容が市民にわかりやすく、事案について

網羅されたものであるかなどの視点で検討していくこと 

 

 ２ 学習施設等について、その事業主体、設置場所等について検討していくこと 

 

 ３ 跡地利用策について引き続き多くのアイディアを募り、出されたアイディアの実施

可能性などを検討し、具体的な跡地利用方法のほか、その事業主体、運営費の確保策

等について検討していくこと 

 

 ４ 以上の取組みについては、幅広い世代の二戸市民の意見を聴きながら進めていくこ  

と 
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